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◎便秘とは？　排便が３日以上ない
か、毎日あっても残便感がある状態な
どの事を一般的に便秘と言います。(大
腸がんなどの器質性疾患を除く)
◎便秘の原因は？
・食物繊維が少ない食事
・水分摂取量の不足
・環境の変化
・腸のぜん動運動の低下
・排便の反射が弱くなっている場合
（便意を我慢することなど）
◎便秘の予防法
・規則正しい食生活：食事をすると腸
がそれを感知して腸のぜん動運動がお
こります。一日３食を心がけましょ
う。
・食物繊維の摂取：食物繊維は果物、
野菜、穀物に多く含まれます。毎日こ

まめに食物繊維を摂取するようにしま
しょう。
・十分な運動：規則正しい運動は消化
器を活発にします。毎日20～30分の歩
行や軽いストレッチでも効果がありま
す。
・水分の摂取：一日にコップ７～８杯
程度が目安です。ただし、カフェイン
やアルコールを含む飲料は、消化器の
水分を減らす傾向があるので注意して
ください。
・十分な排便の時間：便意を感じた時
は我慢せずに、きちんと排便を行って
ください。
　上記の予防法を試しても効果がない
かたはご相談ください。病気が疑われ
る場合もあるので、大腸検査をお勧め
します。

　歯周病が全身の病気と深い関わりのあることが、近年注目さ
れています。歯周病の原因である細菌とその産生物がさまざま
な病気を引起こす原因になると考えられています。
　次のような病気が歯周病と関連があるといわれています。
◎心臓血管疾患…動脈硬化や心筋梗塞の原因の一つに、歯周病
があげられます。歯周病で作られた物質が血液に侵入して心臓
や血管に移行し、動脈硬化を起こすと考えられています。歯周
病にかかったかたは、２倍以上心疾患を発症しやすくなるとい
われています。
◎糖尿病…歯周病と糖尿病には密接な相互関係があり、歯周病
は糖尿病の合併症の一つとされています。糖尿病のかたは歯周
病が重症化しやすく、逆に歯周病の治療をすることにより糖尿
病の数値が改善されたという報告があります。
◎誤嚥(えん)性肺炎…食べ物や唾液が誤って気管支に入ってし
まうために起こる肺炎のことです。特に高齢者や食べる機能に
障害のあるかたは、眠っている間に唾液を誤嚥してしまうこと
が多く、唾液中にまぎれている歯周病菌によって肺炎を引き起
こしやすいと考えられています。予防には口腔(くう)衛生状態
を良好に保つことが大切です。
◎歯性感染症…歯周病では細菌が直接、血液に侵入する機会が
考えられ、心臓・腎臓・関節などに炎症を起こす可能性があり
ます。特に免疫力が低下しているかたは重症化する場合があり
ます。
◎早産・低体重児出産…歯周病にかかった母親は、早産や低体
重児出産のリスクが高いことが報告されています。研究では、
早産・低体重児出産した妊婦の羊水から、歯周病菌が検出され
る頻度が高いという報告があります。

貝塚市歯科医師会

犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！
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一般会計歳入額に占める市税額

歳入総額
293億9682万円

(平成25年度決算額)
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市・府民税　第４期分 
納期限 平成27年１月５日(月)
　市税の納付は、銀行などの指定金
融機関・郵便局・コンビニでお願い
します。
【問合せ先】納税課　☎433－7260

その他
(60.9％)

市税
115億982万円
(39.1％)

12月は「大阪府献血推進月間」です


